
スプレー缶の穴開けのときにケガをしたり、残っていた可燃性ガスが引火するなどの危険が

伴っていたことから、事故防止のためにスプレー缶の穴開けを不要とします

出し方

令和４年７月１日から

スプレー缶は、穴を開けずに

出せます

出せる場所 出せる日

町内の資源ステーション 月２回

常設資源ステーション
（西尾・米津・平坂・吉良：4地区）

毎日
※12月31日から1月3日は休み

出せる場所と出せる日

屋外で、振って「シャカシャカ」という音が

しなくなるまで、必ず出し切ってください

① 中身を使い切る

② 資源ステーションへ出す

穴を開けずに、町内の資源ステーションか

常設資源ステーションへ出してください

出し方は、穴開けが不要になったこと以外、

変更ありません

問合せ先 西尾市ごみ減量課 ☎0563-65-3883


